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雑 :i

報

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
平
成
六
年
二
一
月
一
六
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分
よ
り

「
契
約
交
渉
の
破
棄
と
そ
の
責
任
l
l
l
交
渉
過
程
に
お
け
る
誠
実
義
務

論
の
一
班
|
|
」

報

告

者

池

清

氏

(
北
海
道
大
学
法
学
部
助
教
授
)

出
席
者

田

ム口、I

名

本
報
告
は
、
近
時
、
進
展
の
著
し
い
『
契
約
交
渉
過
程
に
お
け
る
誠
実

義
務
論
』
を
手
掛
か
り
と
し
つ
つ
、
か
か
る
観
点
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
寸
現

代
契
約
法
論
」
を
備
隊
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
『
誠
実
義
務
論
』
の
う
ち
、
最
も
盛
ん
に
議
論
さ
れ

て
い
る
の
は
「
契
約
交
渉
の
破
棄
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
本

報
告
で
は
こ
の
問
題
に
対
す
る
報
告
者
の
見
解
が
説
明
さ
れ
た
後
(
そ
の

内
容
に
つ
き
、
詳
し
く
は
、
池
田
清
治
「
契
約
交
渉
の
破
棄
と
そ
の
責
任

|
|
現
代
に
お
け
る
信
頼
保
護
の
一
態
様
と
し
て
|
|
(
一
)
|
(
七
・

完
)
」
北
大
法
学
論
集
四
二
巻
一
|
六
号
、
四
三
巻
一
号
(
一
九
九
一
ー

一
九
九
二
)
を
、
ま
た
そ
の
要
旨
は
、
同
「
契
約
交
渉
の
破
棄
と
そ
の
責

任
」
私
法
五
五
号
(
一
九
九
三
)
を
参
照
)
、

①
現
在
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
い
か
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
試
み
ら
れ
て

い
る
か
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
の
問
題
点
と
は
何
か
、

②
各
々
の
見
解
に
問
題
を
発
見
し
た
り
、
あ
る
い
は
疑
問
を
抱
い
た
り

す
る
背
景
に
は
、
い
か
な
る
前
提
的
理
解
が
潜
ん
で
い
る
の
か
、

③
か
か
る
理
解
は
「
交
渉
破
棄
」
と
い
う
問
題
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う

な
発
展
の
方
向
性
を
持
ち
う
る
も
の
で
、
ま
た
そ
れ
は
現
在
の
理
論

状
況
と
比
較
し
て
、
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
か
、

④
そ
も
そ
も
右
の
前
提
的
理
解
は
、
契
約
法
の
現
状
を
全
体
と
し
て
整

合
的
に
説
明
し
う
る
も
の
な
の
か
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
前
提
的
理
解

は
規
範
理
論
と
し
て
さ
え
、
望
ま
し
い
も
の
と
言
え
る
の
か
、
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報

と
い
う
四
つ
の
視
角
か
ら
、
議
論
の
状
況
が
整
理
さ
れ
た
。

個
々
の
論
点
に
対
す
る
検
討
は
不
十
分
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
試
論
の
域

を
出
な
い
も
の
だ
が
、
今
後
機
会
を
得
て
、
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。

雑

O
平
成
六
年
一
一
月
四
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分
よ
り

「
南
太
平
洋
に
お
け
る
憲
法
文
化
・
・
・
イ
ギ
リ
ス
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
・
モ
デ
ル
」

報
告
者

ア
ン
ソ
ニ

l
・
H
・
ア
ン
ジ
エ
口
氏

(
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
大
学
(
ウ
エ
リ
ン
ト
ン
)
教
授
)

二
三
名

出
席
者

報
告
者
で
あ
る
ア
ン
ジ
エ
ロ
教
授
は
、
わ
が
国
で
は
、
野
田
良
之
教
授

が
仏
文
で
書
か
れ
た
『
日
本
法
入
門
』
の
英
訳
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る

が
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
比
較
法
学
の
第
一
人
者
で
あ
り
、
モ

l

リ
シ
ャ
ス
や
南
太
平
洋
諸
国
の
政
府
顧
問
を
歴
任
し
た
経
験
を
持
つ
。

本
報
告
は
、
こ
の
よ
う
な
経
験
を
生
か
し
、
様
々
な
具
体
例
を
挙
げ
な

が
ら
、
南
太
平
洋
諸
国
に
お
け
る
憲
法
文
化
の
特
徴
を
紹
介
し
た
も
の
で

あ
る
。本
報
告
の
対
象
で
あ
る
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、

メ
ラ
ネ
シ
ア
、
ポ
リ
ネ
シ
ア

の
諸
島
の
面
積
を
合
計
す
る
と
ほ
ぼ
北
海
道
と
等
し
く
、
人
口
は
、
パ
プ

ア
・
ニ
ュ

l
ギ
ニ
ア
を
除
く
と
ほ
ぼ
札
幌
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
地
域
に

最
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
入
っ
て
き

た
の
は
早
く
、
一
九
世
紀
に
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
来
た
と
き
に
は
、

す
で
に
そ
の
姿
は
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
は
英
仏
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
到
着
し
た

が
、
第
一
次
大
戦
の
敗
北
と
と
も
に
そ
の
影
響
は
消
滅
し
た
。
ア
メ
リ
カ

は
と
り
わ
け
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
と
サ
モ
ア
に
強
い
影
響
を
与
え
た
。

イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
統
治
方
法
の
違
い
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
植

民
地
独
立
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
憲
法
第
二
条
は
、
フ
ラ
ン

ス
は
不
可
分
の
共
和
国
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
た
と
え
植
民
地
で
も
分
離

独
立
は
原
理
的
に
不
可
能
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
ニ
ュ

l
カ
レ
ド

ニ
ア
等
が
独
立
を
要
求
し
、
困
難
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
た
結
果
、
レ
フ
エ
レ

ン
ダ
ム
に
よ
っ
て
独
立
の
オ
プ
シ
ョ
ン
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
方
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
一
九
世
紀
以
来
フ
ィ
ジ

1
に
本
拠
を
お
く
毛

2
寸

巾『ロ

E
丘
町
呂
田
国
間

F
Pヨ
g
z
gロ
が
強
力
な
民
政
組
織
と
し
て
、
フ
ラ
ン

ス
領
以
外
の
全
地
域
を
支
配
し
て
い
た
が
、
そ
こ
で
の
大
き
な
特
徴
の
一

つ
が
、
地
元
の
慣
習
へ
の
不
介
入
の
原
別
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス

に
お
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
国
家
不
可
分
の
原
則
は
と
ら
れ
て
お
ら

ず
、
国
王
の
も
と
に
諸
国
が
連
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い

一
九
六

0
年
代
ま
で
に
イ
ギ
リ
ス
領
植
民
地
の
多
く
は
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た
。
そ
の
結
果
、



独
立
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
旧
イ
ギ
リ
ス
領
諸
国
の
憲
法
は
、

北海道大学法学部法学会記事

一
足
先
に
独
立
し
た
旧
イ
ギ

リ
ス
領
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
憲
法
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ウ

エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ

1
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
オ
フ
ィ
ス
・
ス
タ
イ
ル
と
総
称
す

る
こ
と
が
で
き
、
共
通
す
る
内
容
と
し
て
、
元
首
、
人
権
、
市
民
権
、
立

法
・
司
法
・
行
政
の
三
権
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
、
財
政
、
会
計
検
査
、
公
務

員
制
度
等
の
規
定
を
有
し
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
本
国
の
憲
法
制
度
と
比
較
す
る
と
、
こ
れ
ら
は
皆
成
文
憲
法

で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
次
の
よ
う
な
内
容
的
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
議
会
は
一
院
制
で
あ
る
こ
と
、
憲
法
に
最
高
法
規
性
、
司
法

執
行
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
慣
習
や
伝
統
が
尊
重

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
最
後
の
点
は
、
土
地
所
有
制
度
、

長
老
を
頂
点
と
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ

1
、
家
族
制
度
、
天
然
資
源
、
紛
争
解

決
制
度
に
関
し
て
顕
著
で
あ
る
。

今
日
の
憲
法
に
関
す
る
問
題
状
況
を
摘
記
す
る
と
、
か
つ
て
フ
イ
ジ
ー

で
は
先
住
民
の
利
益
の
保
障
が
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
が
ク
ー
デ

タ
ー
の
原
因
に
も
な
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
先
住
民
が
政
府
を
構

成
し
て
い
る
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る

よ
う
な
問
題
は
な
い
。
ツ
パ
ル
で
は
、
一
九
八
六
年
に
憲
法
を
改
正
し
、

伝
統
的
価
値
に
反
し
な
い
限
り
で
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ

l
・
モ
デ
ル
を
維

持
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
一
つ
の
あ

り
方
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ト
ン
ガ
で
は
、
な
お
封
建
主
義
が
残
さ

れ
て
い
る
。
ク
ッ
ク
諸
島
は
国
際
主
義
を
標
携
し
、
海
外
か
ら
の
資
金
を

導
入
し
て
開
発
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
パ
プ
ア
・
ニ
ュ

i
ギ
ニ
ア
は

中
央
集
権
化
を
進
め
て
お
り
、
ト
ケ
ラ
ウ
、
ニ
ュ

l
・
カ
レ
ド
ニ
ア
、
フ

レ
ン
チ
・
ポ
リ
ネ
シ
ア
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
を
求
め
、
自
決
権

の
確
保
を
め
ざ
し
て
い
る
。

な
お
、
本
講
演
の
テ

l
マ
に
関
連
し
て
、
本
誌
四
五
巻
六
号
掲
載
の
木

下
毅
教
授
の
論
考
「
オ
セ
ア
ニ
ア
海
洋
法
文
化
」
を
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ

た
い
。

(
文
責

常
本
照
樹
)
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